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令和４年度｢東京都環境影響評価審議会｣第 11 回総会 
 

日時：令和５年１月 30日（月）午前 11時 00分～ 

場所：Webによるオンライン会議 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

議 事 

 

１ 答 申 

「一般国道２０号日野バイパス（延伸）Ⅱ期建設事業」環境影響評価書案 

 

 

２ 諮 問 

  「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価

書案 

 

 

３ 受理報告 

「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」環境影響評価書 

「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」事後調査計画書 

「町田市資源循環型施設整備事業」事後調査報告書（工事の施行中その３）

他４件に係る報告 

 

４ その他 

 

 

【審議資料】 

資料１ 「一般国道２０号日野バイパス（延伸）Ⅱ期建設事業」環境影響評価

書案について 

 

資料２ 「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業」環境

影響評価書案について 

 

資料３ 受理報告 
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＜出席者＞  

委員 会長 柳委員 

 第一部会長 齋藤委員 

 第二部会長 宮越委員 

 池邊委員 廣江委員 

 池本委員 水本委員 

 日下委員 森川委員 

 小林委員 保高委員 

 袖野委員 横田委員 

 高橋委員 

平林委員 

渡邉委員 

  （16名） 

事務局 藤本政策調整担当部長 

 椿野アセスメント担当課長 
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令和５年１月 30日 

 

東京都環境影響評価審議会 

会 長  柳  憲 一 郎 殿 

 

 

 

東京都環境影響評価審議会  

 第二部会長  宮 越 昭 暢 

 

 

 

 

 

「一般国道２０号日野バイパス（延伸）Ⅱ期建設事業」環境影響評価書案について 

 

 

 このことについて、当部会において調査、審議した結果は別紙のとおりです。 

 

  

資料１ 
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「一般国道２０号日野バイパス（延伸）Ⅱ期建設事業」に係る環境影響評価書案

について 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、令和４年５月 31日に「一般国道２０号日野バイパス（延伸）Ⅱ期建設事業」

環境影響評価書案（以下「評価書案」という。）について諮問されて以降、部会における質疑

及び審議を重ね、都民及び事業段階関係市長の意見等を勘案して、その内容について検討し

た。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評価技術指

針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいものとなる

よう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【騒音・振動】 

建設機械の稼働に伴う騒音について、評価の指標とした規制基準及び勧告基準を下回って

いるが、計画地周辺には住宅等が近接することから、防音パネル等の採用や建設機械の配置

を詳細に検討するなど、より一層の環境保全のための措置を講じること。 

また、計画地周辺の道路交通騒音について、現況で昼間及び夜間の環境基準を超過してい

る地点があることから、周辺住民に対して十分に配慮した環境保全のための措置を検討し、

道路交通騒音の低減に努めること。 

 

【水質汚濁】 

計画道路は、浅川及び川北用水路と交差することから、水底の掘削やコンクリート工事及

び一時的な流路の切り回し工事等に伴う水質汚濁が生じる可能性があり、水生生物の生息・

生育への影響も懸念され、特に流量の少ない川北用水路では、小規模な工事であっても、そ

の影響が顕著に現れるおそれがある。このため、交差部の構造や施工方法を可能な限り明ら

かにした上で、必要に応じて更なる環境保全のための措置を講じること。 

別 紙 
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【地盤、水循環 共通】 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで地下水の湧出を抑制する

としていることから、土留壁や地下構造物の設置範囲、これらと地下水位等との関係につい

ても明らかにした上で、地盤及び地下水の状況を適切な地点で継続的に監視し、地盤沈下や

地下水変動の防止に努めること。 
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付 表  

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 令和 ４年 ５ 月 31 日 ・評価書案について諮問 

審議会 令和 ４年 ７ 月 22 日 ・現地視察 

部 会 令和 ４年 10 月 24 日 ・質疑及び審議 

部 会 令和 ４年 11 月 18 日 ・質疑及び審議 

部 会 令和 ４年 12 月 20 日 ・質疑及び審議 

部 会 令和 ５年 １ 月 20 日 ・総括審議 

審議会 令和 ５年 １ 月 30 日 ・答申 

※都民の意見を聴く会は、都民からの公述の申し出がなかったため開催されなかった。 
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４ 環 総 政 第 6 6 4 号 

 

東京都環境影響評価審議会 

 

 

 

東京都環境影響評価条例（昭和 55年東京都条例第 96号）第 50条の規定に基づき、下記事項に

ついて諮問する。 

 

 

 

令和５年１月 30日 

 

東 京 都 知 事  小 池 百 合 子 

（公 印 省 略） 

 

 

 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 諮問第 545号 「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価書案 

  

資料２ 
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受 理 報 告（１月） 

 

区     分 対 象 事 業 名 称 受 理 年 月 日 

１ 環 境 影 響 評 価 書 
（仮称）神宮外苑地区市街地再開発
事業 

令和５年１月 10日 

２ 事 後 調 査 報 告 書 
町田市資源循環型施設整備事業（工
事の施行中その３） 

令和４年 11月 22日 

３ 変 更 届 

大井町駅周辺広町地区開発 令和４年 12月 12日 

三田小山西地区第一種市街地再開

発事業 
令和４年 12月 22日 

八重洲二丁目中地区第一種市街地

再開発事業 
令和４年 12月 23日 

４ 着 工 届 

（ 事 後 調 査 計 画 書 ） 

三田小山西地区第一種市街地再開
発事業 

令和４年 12月 22日 

（仮称）神宮外苑地区市街地再開発
事業 

令和５年１月 17日 

資料３ 
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受 理 年 月 日 

令和５年１月 10 日 

 

「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」 

環境影響評価書素案への事前の助言と評価書への反映状況 

項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

騒音・振動１ 工事施工中における建設機械の

稼働に伴う建設作業騒音・振動、工

事用車両の走行に伴う道路交通騒

音・振動、工事完了後における関係

車両の走行に伴う道路交通騒音・

振動、施設の供用に伴う騒音の予

測（設定）条件や手順が丁寧に説明

されている。 

ただし、施設の供用に伴う騒音

の予測手順で幾つかの疑問点、お

よび設定条件の未記載（不明な個

所）がある。 

一つ目は音源のパワーレベルの

設定で単位面積当りのパワーレベ

ルの推定手順は記載されている

が、観客席の面積の記載がなく、設

定されたパワーレベルが不明であ

る。また、客席の面音源高さを一律

の 9 mに設定した根拠（理由）の記

載がない。（資料 168～169ページ） 

二つ目は（本編 231ページで）予

測結果と現状の調査結果（実測）を

40 m、160 m、320 mの 3地点で比

較しているが、まず、本編・資料編

のいずれにも現状の調査結果の記

載がない。また予測と実測が 160 m

と 320 m でほぼ一致しているもの

の、40 m地点で大幅に乖離してい

る。この乖離した理由の説明がな

いまま、予測結果から 80 m地点で

55 dB を満足すると断言できない

と考える。 

三つ目は、将来の野球場棟（球

観客席の面積（12,437m2）については評価

書に記載いたしました①。また、観客席の面

音源については傾斜した設定とすることが

難しいため、客席の最高高さでかつ、受音

点側であるスタジアム周辺に近い 9ｍ高さ

として設定しました。これについても評価

書に記載いたしました②。 

現状の調査結果については評価書の

p.172 に記載させていただいております。

現地の状況により調査結果と予測結果が異

なる地点もございますが、施設騒音の予測

については環境影響評価調査計画書におい

て、伝搬理論式により計算することとして

おります。 

また、予測において反射音は考慮してお

りませんが、仮にホテル棟や事務所棟方向

の音が全て反射したと仮定した場合、55dB

（予測結果）×2＝58dBとなり、現況の神宮

球場から近傍住宅までの距離(約 160m)に

おけるスタジアム高さの騒音レベルと同程

度と予測されます。野球場棟からの騒音に

ついては騒音の発生に配慮するよう、施設

利用者に対して夜間の一定時間の音を抑え

る対策等の周知を行うなどの環境保全措置

に努めてまいります。 

（①資料編 P168～169、②資料編 P168） 
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

場）に最も近い住宅（北青山一丁

目）に対する影響予測の際、現状

（本編 18ページ）と将来配置図（本

編 22ページ）の大きな違い、即ち、

巨大な建物（複合棟 Aと事務所棟）

から反射を考慮していない点であ

る。これらの建物は地上 190 m の

高さ、幅 80 m～120 mの大きな反

射面を有する。これだけの規模の

建物は現状の球場周辺にはなく、

ここからの反射音は直近住宅の球

場高さ（11 m）の予測結果に少なか

らぬ寄与（影響）があると推察され

る。 

学会等が推奨した予測手法が存

在しない、とても難しい予測計算

であることは十分に理解してい

る。しかし、大学野球等の大会は土

日の昼間に、プロ野球は平日の夕

方以降の開催であり、将来に亘っ

て住居地域に騒音という影響を与

えることになる。その予測計算で

あることを踏まえ、緻密で精度の

高い推定計算をお願いしたい。 

騒音・振動２ 球場高さでの騒音の予測・評価

を行っていただき、ありがとうご

ざいました。ただ、予測式や予測条

件等の詳細は資料編への記載で十

分と思いますが、予測結果及び資

料編 p.173の最後の「なお、現況の

神宮球場から・・・環境保全措置に

努めていく。」という段落は、資料

編だけでなく、本編にも記載した

方が良いと思います。 

球場高さでの騒音の予測結果①及び球場

騒音に対する配慮の記載②については、本

編においても記載させていただきました。 

（①本編 P231,241～242、②本編 241～242） 

生物・生態系

１ 

4つの公園等（神宮外苑、新宿御

苑、明治公園、代々木公園）による

みどりのネットワークの形成を認

識し、鳥類をはじめとした生態系

周辺の公園等とのみどりのネットワーク

図について、評価書 p.333 に記載していま

す。 

計画地周辺には、隣接する聖徳記念絵画
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

の保全に配慮していく必要があ

る。 

 

館周辺、新宿御苑、青山霊園、赤坂御用地

等の緑地に植栽樹群（混交、落葉広葉、常

緑広葉）の植栽が広く残存します。 

本事業の緑地は周辺のみどりをつなぐ結

節点にあたることから、改変する神宮外苑

広場（建国記念文庫）や再生復元する文化

交流施設棟周辺及び中央広場周りの樹林地

について、鳥類をはじめとした生態系に配

慮した維持管理を行い、定期的なモニタリ

ング状況に応じた順応的管理を継続し、将

来にわたって緑地環境の保全を図る計画で

す（評価書 p.358）。 

モニタリングの計画については、事後調

査計画書の中でお示しし、それに基づき事

後調査を実施して確認し、審議会で事後調

査報告書等において報告します。 

生物・生態系

２ 

評価書 p.6 L.1～ 

「事業の実施に伴い、計画地内の

動植物の生育・生息環境となる樹

木等の伐採や土壌の改変が行われ

るが、計画地周辺の神宮外苑広場

（御観兵榎）や聖徳記念絵画館裏

の緑地、新宿御苑、青山霊園、赤坂

御用地等の改変は生じない。」とあ

るが、絵画館前広場における伐採

影響による面積・体積の減少につ

いて触れられておらず、絵画館前

広場を含めた記述とすることをお

願いしたい。 

また、「工事の完了後には、新た

に植栽された緑地が加わることに

より、緑被率は 19.6％となり、現

況の 16.0％を上回る。緑の体積は

331,466m3 と な り 、 現 況 の

346,284m3を下回るが、適切に管理

育成を行う計画としており、緑の

量の変化の内容及び程度は小さい

と考える。」とあるが、絵画館前広

絵画館前広場はアセスの対象外です。参

考までに絵画館前広場における緑地の状況

については、絵画館前広場を含めた毎木調

査結果を評価書に掲載させていただきまし

た。 

また、緑の量等の変化の内容・程度を踏

まえた記述といたしました①。 

絵画館前広場は現況と同様にまとまった

緑地が整備されることから、本事業の緑地

及び周辺の公園等を含めた緑のネットワー

クを形成するものと考えます。 

（①本編 P359） 
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

場の減少分を加えた量・体積が、本

事業と隣接事業による累積的影響

と捉えられるため、絵画館前広場

における量の変化の内容及び程度

を踏まえた記述とされることをお

願いしたい。 

生物・生態系

３ 

評価書 p.6 L.24～ 

「ラグビー場の配置は変更でき

ないものの、高さを抑えるなど眺

望に配慮したデザインとする。」と

あるが、配置が変更できない根拠

を示すことをお願いしたい。また、

どれだけ高さを抑えることが可能

なのかの設計変更の幅は、ラグ

ビー場計画要件からある程度予測

ができるはずであり、それを踏ま

えた記述とすることをお願いした

い。（予測ができない場合、なぜ予

測ができないかを記すことをお願

いしたい。）トラス屋根の構造自体

を見直す可能性がある場合、構造

も含めた検討を行う旨を記述され

たい。（景観 評価書 p.9と共通） 

 

ラグビー場の施設計画については、競技

者が安全かつ良好な状態で競技でき、国際

規格（ワールドラグビー競技規則）に準拠

し、ラグビー競技の国際大会が実現できる

フィールドサイズ等、競技に必要な要件を

満たし、観客が快適かつ安全に過ごせるよ

うユニバーサルデザインにも配慮する必要

があります。 

ラグビー場の施設設計の深度化に合わ

せ、生物・生態系への影響に対する措置の

具体的な内容を検討し、高さを抑えるなど

眺望に配慮したデザインとします。 

詳細な形状については今後、ラグビー場

設計者に対して、圧迫感や閉鎖性の緩和、

既存樹木の保全等に留意したデザインなど

について、引き続き検討するよう要請しま

す。 

その中でどの程度高さを抑えることが可

能かも含め、構造や形状、高さを含めた詳

細な設計については今後の検討となります

ので、樹木への影響等に配慮して設計・建

設等の各段階において関係機関と協議を

行っていく計画です。 

上記を踏まえた記載としました①。 

さらに、検討状況につきましては、事後

調査で確認し、審議会で事後調査報告書等

において報告します。 

（①本編 P344） 

生物・生態系

４ 

評価書 p.6 下から 3行目～ 

「同様に 4 列のいちょう並木に

ついても、生育の状況のモニタリ

ングを継続して実施し、必要に応

御堂筋のイチョウ並木における「50～100

年後も健全に保ち、後世に引き継ぐ」を参

考とさせていただき、緑豊かな風格ある景

観を創出し、次の 100 年を見据えた多様な
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

じて対応を行っていく。」とある

が、御堂筋のイチョウ並木におけ

る「50～100年後も健全に保ち、後

世に引き継ぐ」のように、長期的な

保全の目標を示すことをお願いし

たい。 

p.20「事業の基本的方針」、p.351

「いちょう並木の保全について」

においても同様。 

 

緑化を計画していくことを事業の基本計画

の中に記載①させていただきました。 

（①本編 P20） 

生物・生態系

５ 

評価書 p.7 L.19～ 

「また、ラグビー場棟による神宮

外苑広場（建国記念文庫）への日影

の影響については、「8.7 日影」に

記載の神宮外苑広場（建国記念文

庫）から最も近い調査地点「写真

8.7-5 天空写真(No.5 地点 絵画

館前交差点)」において、樹木が最

も生長する時期（夏至及び春・秋

分）において日影とならないこと

から、日照は確保されるものと考

える。」については、地点 5が神宮

外苑広場の北端に位置しており、

そのことを考慮する必要がある。

神宮外苑広場の南側では、必ずし

も「日照は確保される」と言えない

のではないか。確認のうえ見直し

を検討されたい。 

 

神宮外苑広場（建国記念文庫）の北側に

ついては、樹木が最も生長する時期（夏至

及び春・秋分）において日照は確保されま

すが、ご指摘いただきましたとおり南側を

含めて誤解のないよう文章を修正させてい

ただきます。 

ラグビー場棟の計画要件については、競

技者が安全かつ良好な状態で競技ができ、

ラグビー競技の国際大会が実現できる

フィールドサイズとなるよう競技に必要な

要件と観客数等で計画しています。 

詳細な形状については今後の検討となる

ため、可能な限り日影に配慮した設計とな

るよう努める旨、記述を修正①させていた

だきました。 

（①本編 P344） 

生物・生態系

６ 

評価書 p.323ほか 

「シジミチョウ類」と束ねてい

るが、シジミチョウ類はヤマトシ

ジミなどの草本性、ムラサキシジ

ミなどの林縁性、アカシジミなど

の樹林性とハビタットが多様であ

る。ここでは林縁性のムラサキシ

ジミ（文献確認種）等を指標とする

ことが妥当と考えられる。検討を

左記頂いたとおり指標種をムラサキシジ

ミに修正させていただきました①。 

（①本編 P364,374） 
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

お願いしたい。 

 

生物・生態系

７ 

評価書 p.336 

「表 8.6-29(1)の伐採本数には

15 年という事業期間中の安全管

理・維持のための伐採を「枯損木」

として 311本を含んでいる。」につ

いて、この 311 本の根拠が不明で

あるため、具体的に記述をお願い

したい。 

明治神宮外苑における樹木の管理実績に

よると、平成 17 年から令和元年までの 15

年間に枯損木として約 300 本の除去が行わ

れておりますので、それをもとに左記の記

述をさせていただいております。 

また、「なお、明治神宮によると、

当地区の樹木や緑については樹齢

の経過とともに、樹勢も弱くなっ

てきている樹木も少なくなく、来

訪者の安全を維持・確保の徹底の

観点から日常的に、倒木や枝折れ・

落下対策など実施している。管理

実績として、過去 15年間で道路通

行車両・歩行者への安全管理上等

の理由で約 300 本の枯損木につい

て除去が行われている。」につい

て、具体的な根拠が不十分であり、

枯損木の規模や樹齢なども不明で

ある。根拠を示すことをお願いし

たい。 

枯損木の規模については本数のみ把握し

ており、樹齢については把握しておりませ

ん。 

 

生物・生態系

８ 

資料編 p.195-196,p.198 

「注」網掛けは注目される植物種」

の「植物種」は「動物種」の誤りと

思います。 

下記のとおり修正させていただきました

①。 

（①資料編 P194-195,198） 

生物・生態系

９ 

資料編 p.458-465【参考】「街路

樹再生の手引き」 

御堂筋では影響検討会の設置や

保育管理計画の策定がされてお

り、行幸通りでは樹勢回復工事と

追跡調査がなされているが、これ

らを本事業ではどのように参照す

るのか不明である。両方の取り組

4 列のいちょう並木について、資料編

p.458～465 に示すイチョウの保全事例に

おいても樹勢回復工事がなされていること

を踏まえ、本事業においても樹勢に応じた

保育管理や、活力度調査などモニタリング

を実施する①ことにより、イチョウの保全

を図る計画です。また、定期的なモニタリ

ング状況に応じた順応的管理を継続し、将
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

みを踏まえて、長期的な保育管理

計画と樹勢回復の考え方を示して

ほしい。 

来にわたって保全を図る計画です。さらに、

根系調査の段階から設計者、樹木医、事業

者が一体となり、根系の状態に応じた基礎

構造、施工方法等を精査するとともに、根

系を保護するよう根を守るゾーンを設定す

るなどの配慮を行う②ことにより、イチョ

ウの保全を図ります。 

上記の状況については事後調査を実施し

て確認し、審議会で事後調査報告書等にお

いて報告します。 

（①②本編 P351,P371） 

生物・生態系

10 

資料編 p.466 表 2.4-19(1)表層

根系調査結果 

表層根系調査に関する記述につ

いて、実施目的とそれに対する成

果を含めて、充実をお願いしたい。 

「柵より外壁想定ライン側にお

けるイチョウの根系は、斜出の深

い根の一部がある可能性は否定で

きないが、樹体支持の主要な深根、

養水分吸収に主要な細根は柵の手

前の根にとって条件の良い域に主

に拡がっていると考えられる。」と

あるが、これがなぜ「根系調査にお

いては、縁石より 6.5m 付近はイ

チョウの根域と柵や盛土・生垣の

境界付近であり、細根・側根・斜出

根の有無、程度を土壌断面と併せ

て行う位置として適切と考えられ

る。」と言えるのか、両者の関係性

が不明瞭であり、説明をお願いし

たい。 

表層根系調査の実施目的としましては表

層約 20cmの範囲において、事前にイチョウ

の根の伸長量、どこまで根の先端が伸びて

いるのかを把握し、根系調査における掘削

位置の妥当性の確認を目的としています。 

調査の結果、柵より外壁想定ライン側に

おけるイチョウの根系は、斜出の深い根の

一部がある可能性は否定できませんが、樹

体支持の主要な深根、養水分吸収に主要な

細根は柵の手前の根にとって条件の良い域

に主に拡がっていると考えられます。 

柵や盛土、生垣の下部にも根が伸長して

いることは予想されますが、表層調査では

太い根は少なかったため、土壌環境域の異

なる境目付近で調査を行うことは妥当であ

ると考えます。 

従って縁石より 6.5m内外で細根・側根・

斜出根の有無、程度を土壌断面と併せて行

うことは適切と考えます。 

上記について評価書においても追記させ

ていただきました①。 

（①資料編 P466） 

生物・生態系

11 

資料編 P.222-223 

4 列いちょう並木西側の西に列

植されている樹木（クロマツ・サク

ラなど）について、移植時に根系の

根鉢を養生する際、隣接するイ

4 列いちょう並木西側の西に列植されて

いる樹木と隣接するイチョウの根系が絡ま

り合っていた場合の対応については、イ

チョウの根の保存を優先させるため、移植

樹に対する根回し範囲の調整などを行う考
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項 目 評価書素案への事前の助言 事前の助言に関して評価書への反映状況 

チョウと根系が絡まり合っていた

場合にどのように根系を処理する

のか、対処方法を検討しておく必

要がある。検討のうえ追記を希望

したい。 

 

えですが、個別の状況にもよりますので、

この場合においては樹木医等の見解を踏ま

え対応してまいります。 

また、移植計画等については今後、審議

会で事後調査報告書等において報告いたし

ます 

生物・生態系

12 

資料編 p.474 

表 2.4-21(1)土壌環境調査結果

（透水及び硬度試験）の結果から

は、多くのエリアで土壌固結・締め

固まりによる根詰まりが見受けら

れる。本結果は評価書本編（評価書

p.321）において位置づけることを

お願いしたい。根詰まり状態にあ

る移植対象木の移植にあたっての

配慮事項を整理する必要があると

考える。 

また、移植樹木により形成する

植栽エリアの土壌基盤の形成方法

についても、本編において具体的

に示されたい。 

 

透水及び硬度試験の結果については評価

書本編においても記述を追記させていただ

きました①。 

その結果によれば、土壌環境としては硬

い土質が多いですが、透水が良好で腐植も

多いため、植栽客土としての使用は可能と

考えられます。そのため、移植工事におい

ては、土壌改良等により良好な植栽基盤を

形成するとともに、作業時の踏み固めや雨

天時の作業を控えるなどの配慮が必要と考

えておりますので、それを環境保全のため

の措置に追記させていただきました②。 

また、移植先はまとまったエリアを確保

し、良質な植栽客土を面的に敷設すること

で、活着を促進するとともに土中に根が伸

長するスペースを十分に確保し、舗装面か

らの照返しや乾燥にも配慮することによ

り、健全な植栽環境を創出する計画です。 

計画の深度化に伴い、移植時期、方法、

現況の土壌環境の状況を踏まえた植栽基盤

確保の考え方、仮移植期間における養生計

画及び養生期間中のモニタリング結果を反

映した本移植計画等については今後、審議

会で事後調査報告書等において報告いたし

ます③。 

(①本編 P321～322、②本編 P369、③本編

P371) 

景観 評価書 p.9 p.34～，p.462 

「また、野球場棟の防球ネット

やスコアボード、照明等の高さに

ついては 4 列のいちょう並木の高

さに配慮するとともに、落葉期に

落葉期のいちょう並木のビスタ景観への

影響について、事務所棟高層建築物も含め

た記述に修正させていただきました①。 

（①本編 P474） 
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これらが眺望できることに配慮

し、」とあるが、落葉期には事務所

棟高層建築物によるいちょう並木

のビスタ景観への影響についても

懸念される。これを踏まえた記述

を充実することをお願いしたい。 

その他 評価書における根系調査の位置づ

け 

p.31 に「令和 5 年 1 月に根系調

査を行う」とあるが、なぜ評価書に

いちょう並木の根系調査結果を踏

まえた影響の予測評価が含められ

ないのか、都民に対して十分に説

明がなされていない。根拠が都民

に十分に伝わるよう、情報提供を

行うことをお願いしたい。 

 

4 列のいちょう並木に関して、本年８月

の審議会答申では「野球場棟の実施設計前

に専門家によるいちょう並木の根系調査を

行うこと」「調査結果を示し、建築計画及び

施工計画における環境保全のための措置を

具体的に示し、確実に実施すること」をご

指摘いただきました。 

審議会答申でのご指摘内容を受け、い

ちょう並木の根系調査における掘削箇所の

妥当性の確認を目的とした表層調査を令和

4年 11月に実施しました。 

それを踏まえて、いちょう並木の根系調

査を冬季に行う必要があることから、令和

５年１月に根系調査を実施し、その結果を

令和５年春以降の審議会で事後調査報告書

として説明いたします。 

いちょう並木の根系調査結果を踏まえ

て、新野球場の建築計画（令和５～７年）

等においていちょう並木の保全措置を示

し、審議会で報告いたします。 

また、上記については事業者のプロジェ

クトサイトにおいても公表していくなど丁

寧な情報発信に努めます。 
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受 理 年 月 日 

令和５年１月 10 日 

 

「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」 

環境影響評価書素案への 12月 26日の審議会総会での助言と評価書への反映状況 

項 目 審議会での助言 助言に関して評価書への反映状況 

騒音・振動１ ビルからの反射について、この

予測は同じ量が戻ってくるという

ことですが、これは球場の一番高

いところを壁とみなして回折をし

たときの計算だと思います。 

私が心配しているのは、ビルか

ら直接住宅に戻っていくルートで

すので、この場合、このルートより

も大きな音が返ってくる可能性が

あるということですので、もう一

度その地点に立ち返ってお考えい

ただければと思います。 

今後、野球場棟や事務所棟、ホテル棟の

詳細が決定するまでに学会等の資料等を

確認し、詳細が決定した段階で予測に取り

入れ、審議会で報告いたします。 

騒音・振動２ 球場高さでの騒音予測につい

て、予測結果が 62dbと高い結果に

なっています。 

ソフト面に加えて、ハード的な

対策を、もし取り得ることがある

としたら何かないかなということ

を質問させていただきます。 

今後、野球場棟における外野席の形状等

の詳細が決定するまでにハード的な対策

を検討し、詳細が決定する詳細設計の段階

で、予測に取り入れ、審議会で報告いたし

ます。 

生物・生態系

１ 

ラグビー場の配置について、少

しでも移すことによって、守られ

る部分もあると思う。 

 

ラグビー場の施設計画については、競

技者が安全かつ良好な状態で競技でき、国

際規格（ワールドラグビー競技規則）に準

拠し、ラグビー競技の国際大会が実現でき

るフィールドサイズ等、競技に必要な要件

を満たし、観客が快適かつ安全に過ごせる

ようユニバーサルデザインにも配慮する

必要があります。 

ラグビー場の施設設計の深度化に合わ

せ、生物・生物系への影響に対する措置の

具体的な内容を検討し、高さを抑えるなど

眺望に配慮したデザインとします。 

詳細な形状については今後、ラグビー

場設計者に対して、圧迫感や閉鎖性の緩
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項 目 審議会での助言 助言に関して評価書への反映状況 

和、既存樹木の保全等に留意したデザイン

などについて、引き続き検討するよう要請

します。 

その中でどの程度高さを抑えることが

可能かも含め、構造や形状、高さを含めた

詳細な設計については今後の検討となり

ますので、樹木への影響等に配慮して設

計・建設等の各段階において関係機関と協

議を行っていく計画です。 

上記を踏まえた記載としました①。 

（①本編 P344） 

生物・生態系

２ 

日本イコモスや外の専門家の方

と共同で、根系調査等をやってい

かれるとお伺いしましたが、それ

はどういうような形で今後進んで

いかれるか。 

樹木医制度の創設に携わり数多くの土

壌調査・根系調査の実績がある専門家や、

経験豊富な樹木医と協議の上で調査を実

施するとともに、調査した結果は審議会で

事後調査報告書において報告させていた

だきます。また、調査結果は事業者のホー

ムページでも掲載いたします。 

生物・生態系

３ 

いちょう並木が、今後継続して

東京都のシンボルまた東京都民か

ら愛される景観として、今後も継

続できるような計画更新も含めた

保存管理計画、特に今回のもので

は、高層ビル風や野球場の日影、あ

るいは野球場の照明等の影響等は

出されておりませんでしたので、

今後の維持管理計画について具体

的に作成していただきたい。 

また、根系調査後に具体的な保

存管理計画をどのように保存管理

し、100 年継続できるのか、また、

絵画館との景観も含めうまく育成

できるのか。 

4 列のいちょう並木について、資料編

p.458～465 に示すイチョウの保全事例に

おいても樹勢回復工事がなされているこ

とを踏まえ、本事業においても樹勢に応じ

た保育管理や、活力度調査などモニタリン

グを実施する①ことにより、イチョウの保

全を図る計画です。また、定期的なモニタ

リング状況に応じた順応的管理を継続し、

将来にわたって保全を図る計画です。ま

た、根系調査の段階から設計者、樹木医、

事業者が一体となり、根系の状態に応じた

基礎構造、施工方法等を精査するととも

に、根系を保護するよう根を守るゾーンを

設定するなどの配慮を行う②ことにより、

イチョウの保全を図ります。 

上記の状況については事後調査を実施

して確認し、審議会で事後調査報告書等に

おいて報告します。 

（①本編 P371、②本編 P351） 

生物・生態系 根系調査の調査結果が、おそら ４列のいちょう並木の生育状況につい
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項 目 審議会での助言 助言に関して評価書への反映状況 

４ くホームページにも公開されると

思いますので、そのことについて

どういう判断を下すのか。 

その判断の妥当性について、都

民の方々、国民 が広く懸念を持っ

ておられると思いますので、そう

いった判断のところに関しても十

分な意見交換ができるような形を

ぜひ取っていただきたい。 

ては、ホームページで掲載している通り、

２０２２年春には、先端から新芽が出て葉

が成育していること等を確認しており、毎

木調査の結果は問題ないと認識していま

す。 

資料編 p.458～465 に示すイチョウの

保全事例において樹勢回復工事がなされ

ていることを踏まえ、本事業においても樹

勢に応じた保育管理や、活力度調査などモ

ニタリングを実施する①ことにより、イ

チョウの保全を図る計画です。また、定期

的なモニタリング状況に応じた順応的管

理を継続し、将来にわたって保全を図る計

画です。また、根系調査の段階から設計者、

樹木医、事業者が一体となり、根系の状態

に応じた基礎構造、施工方法等を精査する

とともに、根系を保護するよう根を守る

ゾーンを設定するなどの配慮を行う②こ

とにより、イチョウの保全を図ります。 

上記の状況については事後調査を実施

して確認し、根系調査の結果については、

令和５年春以降の審議会で事後調査報告

書として説明いたします。また、いちょう

並木の根系調査結果を踏まえて、新野球場

の建築計画（令和５～７年）等においてい

ちょう並木の保全措置を示し、審議会で報

告いたします。 

さらに、今後の情報発信につきまして

は、事業計画及び 4列のいちょう並木をは

じめとする既存樹木の保全状況や樹林地

の復元再生状況等についての情報や、事業

への都民参加の状況等について、ホーム

ページ等において積極的かつ丁寧に情報

公開をしていく方針です③。 

（①本編P371、②本編P351、③本編P20） 

温室効果ガス 地域冷暖房に限らず、自然エネ

ルギー利用やその他建築の設計で

あるとか設備の導入に伴って、エ

建物全体で温室効果ガス削減率 20％以

上という目標を踏まえ、地域冷暖房をはじ

めとした設備機器等の詳細の決定に合わ
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項 目 審議会での助言 助言に関して評価書への反映状況 

ネルギー消費量が明らかになって

くると思いますので、そういった

ような詳細が決まってきました

ら、予測に反映するとともに必要

に応じて 御報告をお願いできれ

ばと考えています。 

せて、予測に反映し、①。審議会で報告い

たします。 

（①本編 P555） 

その他１ ＳＤＧｓなどを含めて、国際的

に模範事例として情報発信できる

ような環境重視の中で、日本を代

表する神宮外苑という場所で、そ

ういう企業がこのような対処をし

たというような事例となるよう

に、対処していただきたい。 

今後の情報発信につきましては、事業

計画及び 4 列のいちょう並木をはじめと

する既存樹木の保全状況や樹林地の復元

再生状況等について、ホームページ等にお

いて積極的かつ丁寧に情報公開をしてい

く方針です①。 

（①本編 P20） 

その他２ 公開周知について、どういう進

捗状況で調査をやって、それがど

う反映されていくのか、そのタイ

ミングについても示しいただきた

い。 

各調査の時期と調査結果の報告の時期

については、事後調査計画書の中でお示し

させていただきます。 
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１月分受理報告に係る助言事項（事業者回答） 
 

 

報告年月日：令和５年１月 30日 

 

■事後調査計画書 

事業名：（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業 

項 目 助言事項 回答 

騒音・振

動 
１ 

工事完了後の「施設の供用に伴

う騒音（野球場棟）」の調査（表

5.2-4）について、球場高さでの

騒音測定は実施しないのでしょ

うか（明記されていません）。実

施が簡単ではないことは理解で

きますが、せっかく予測したので

すから、検証のために測定した方

が良いと思います。 

球場高さでの調査については、調査場

所の確保の問題から、今後、調査地点の

調整を含めて検討いたします。 

騒音・振

動 
２ 

工事施工中の調査事項（建設機

械の稼働に伴う建設作業の騒音・

振動、工事用車両の走行に伴う道

路交通の騒音・振動）に関する調

査手法は、稼働台数や走行車両が

最大となる時点を工事施工内容

に応じて複数回設定し、それぞれ

の時点における騒音・振動を調査

するスキームであること、計画地

施設境界の騒音・振動予測地点付

近、あるいは周辺道路の複数箇所

（12 ヶ所）が選定されており、

特に助言すべき点はない。 

 

一方、工事完了後の調査項目

（関連車両の走行に伴う道路交

通の騒音・振動、施設の供用に伴

う騒音（野球場棟））のうち、前

者については、工事用車両の走行

に伴う道路交通の騒音・振動と同

様、周辺道路の複数箇所（12 ヶ

所）での終日（24時間）測定が想

定されており、特に助言すべき点

はないが、後者には、以下の通り、

幾つか助言しておく点がある。 

 

発生源側の騒音の大きさについては、

評価書での現地調査と同様に、プロ野球

の開催時に事後調査を行う予定である

ことから、評価書時と同様の騒音の大き

さとなると考えていますが、事後調査時

の観客数等の状況を現地調査と併せて

確認することにより、評価書と同様の状

況であったかを検証してまいります。 

また、住宅地側の調査地点について

は、野球場から最短距離となる場所を調

査地点としましたが、事後調査時の騒音

の状況に応じて調査地点の位置を検討

いたします。 

球場高さでの調査については、調査場

所の確保の問題から、今後、調査地点の

調整を含めて検討いたします。 

事後調査においては、観客数等がどの

ような日に調査を実施したかが明らか

となるよう、予測条件の状況についても

調査するとともに、「騒音に係る環境基

準について」に定める方法（JIS Z 8731）

に準拠し、実施してまいります。 
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施設（野球場）の移転後におけ

る周辺、特に最も近い住宅地への

影響の事後調査が、発生源側（野

球場からの発生音の大きさ）の調

査もない状況下で、住宅地の僅か

1ヵ所、1日（6時～22時）だけ

の調査結果で評価できるか多い

に疑問がある。即ち、道路交通の

騒音・振動と同じように、発生源

側の調査（入場者数とともに、野

球場側の発生音の大きさを評価

できるような調査）と同時に住宅

地側の調査を行うことが望まし

い。また、可能ならば、施設に面

する住宅地に複数箇所の調査地

点（道路沿い及び異なる高さ）を

設けることもお願いしたい。 

 

「代表的な 1日のうち、施設の

供用に伴う騒音の発生時間帯を

含む 6 時～22 時とする」という

設定条件が、どのような日に行わ

れたか、事後調査報告書の段階で

科学的に議論できるような調査

手法として頂けるよう、重ねてお

願いする。 

生物・生

態系 
１ 

生物・生態系の調査内容全体に

関わることですが、既存施設の解

体においてどのような配慮をさ

れ、解体の影響についての把握は

どのような内容をどのような時

期に実施され、報告されるのか、

整理のうえ記載されることをお

願いしたいと考えます。 

既存施設の解体に伴う生物・生態系へ

の影響については、神宮第二球場の解体

時において移植樹木の状況について報

告させていただきます。 

それ以外の既存施設の解体工事時に

ついても、既存樹木の本数や移植木の移

植過程等の状況について報告させてい

ただきます。 

あわせて、表 5.6-1(1)～(3)(p.73～

75)に記載の環境保全のための措置の実

施状況についても、工事の施行中及び工

事の完了後の期間を通じて、事後調査報

告書において報告させていただきます。 

生物・生

態系 
２ 

p.73【計画地全般に関する保全

措置について】1点目「既存樹木

の根鉢と計画建物の地下躯体と

の離隔を保持する」は、「既存樹

木の根系と計画建物の地下躯体

計画建物の地下躯体の位置について

は、既存樹木の地下部分に配慮し適切な

離隔を確保するとともに、その状況を事

後調査報告書において確認し、記載して

まいります。 
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との離隔を保持する」とすべきと

考えます。ご検討をお願いいたし

ます。 

生物・生

態系 
３ 

p.75「計画の深度化に伴い・・・

事後調査報告書等において報告

する。」で述べている移植に関す

る工程について、表 5.15－1では

仮移植のみ記載されていますが、

どのように移植計画を計画・実施

していくのか、プロセスを明らか

にしていくべきと考えます。ま

た、すでに仮移植が計画されてい

る段階ですので、表中の「既存樹

木の状況」と「移植の状況」は分

けて記載し、移植の状況が随時独

立して確認できるように調査・報

告していただくようお願いいた

します。 

移植時期や方法等の詳細については

決定した後、移植のプロセスについて事

後調査報告書に記載させていただきま

す。 

また、事後調査報告書においては「既

存樹木の状況」と「移植の状況」を分け

て調査、報告させていただきます。 

なお、本移植の計画については表 5.15

－1(2)(p.105)に記載しております。 

生物・生

態系 
４ 

表 5.6-4、表 5.15-1 で、神宮

外苑広場（建国記念文庫）とい

ちょう並木（4列）における「植

物相及び植物群落の変化の程度」

「動物相及び動物群集の変化の

程度」「生息（育）環境の変化の

内容及びその程度」のモニタリン

グは、それぞれ、ラグビー場棟工

事中・工事完了後、野球場棟工事

中・工事完了後に実施することに

なっていますが、移植の影響や各

段階の工事の影響がお互いに関

連し合うことが想定されること

から、両方の施設の工事中・工事

完了後において、両方のエリアを

観測対象とすべきと考えます。ご

検討をお願いいたします。 

植物相や動物相、生息（育）環境につ

いては工事の完了後を予測させていた

だいておりますので、工事の完了後に調

査を実施いたしますが、ラグビー場棟一

期工事や野球場棟の建設による直接的

な影響が懸念されるこれらの工事完了

後においても調査を行うこととさせて

いただきました。 

また、両方の施設による樹木への影響

については、「既存樹木の状況」の中で

工事の施行中及び工事の完了後の事後

調査報告書において報告させていただ

きます。 

あわせて、表 5.6-1(1)～(3)(p.73～

75)に記載の環境保全のための措置の実

施状況については、工事の施行中及び工

事の完了後の期間を通じて、事後調査報

告書において報告させていただきます。 

生物・生

態系 
５ 

「植物相及び植物群落の変化

の程度」「動物相及び動物群集の

変化の程度」「生息（育）環境の

変化の内容及びその程度」の把握

の時期について、表 5.15-1では

事業全体が完了した時期（環境保

全のための措置の効果が確認で

きる時期）も対象になっています

「植物相及び植物群落の変化の程度」

「動物相及び動物群集の変化の程度」

「生息（育）環境の変化の内容及びその

程度」の調査時期については、事後調査

報告書の p.76（表 5.6-4(1））に「工事

の完了後」と記載させていただきまし

た。 

また、他案件を参考に 1年間の観測期
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が、表 5.6-4についてもその旨を

反映すべきと考えます。また、事

業全体の影響による長期的な変

化を把握するためには、全体終了

後（2035年以降）の観測期間が 1

年では短いのではないかと考え

ます。それぞれ、ご検討をお願い

いたします。 

間とさせていただいておりますが、樹木

の生育状況及び環境保全のための措置

の効果の確認状況により観測期間を検

討してまいります。 

生物・生

態系 
６ 

表 5.15-1で「都市域生態系の

変化の内容及びその程度」につい

て、ラグビー場棟や野球場棟の建

設にあわせて観測をされる工程

になっていますが、解体期間も含

めて、事業期間を通じて生態系

ネットワークがどの程度形成さ

れてきているかを検証し続ける

ための方法や工程について検討

していただきたく思います。 

都市域生態系の変化の内容及びその

程度については工事の完了後を予測さ

せていただいておりますので、前述の植

物相や動物相、生息（育）環境を含めて

基本的には工事の完了後の調査となり

ますが、事業期間を通じて環境保全のた

めの措置を実施し、生態系ネットワーク

の保全に配慮していまいります。また、

その状況を把握するためにも、既存樹木

の状況や動植物の生息にも配慮した植

栽計画の状況を確認し、順応的管理を継

続していきます。これらの状況について

は、工事の施行中も含めて事後調査報告

書において報告させていただきます。 

生物・生

態系 
７ 

表 5.15-1「既存樹木の状況」に

ついて、どの範囲を対象にどのよ

うな調査項目を想定されるのか

具体的に読み取れませんでした

ので、可能な範囲で明らかにして

いただきたいと考えます。 

「既存樹木の状況」については、計画

地内及び計画地周辺（仮移植先）を対象

に、既存樹木（移植木を含む）の本数、

移植木の移植過程及び移植先の場所や

活着、養生の状況について整理いたしま

す。また、毎年いちょう並木及び移植木

については活力度調査を実施いたしま

す。それ以外の既存樹木についても活力

度調査を実施いたします。 

特に、仮移植先の樹木のモニタ

リングは 2024年のみで足りるの

でしょうか。仮移植されたままの

樹木が本移植されるまでどれだ

けの期間を必要とする場合があ

るかなどを明らかにしていただ

き、仮移植先が継続して残置され

る場合は、本移植までの期間を通

じてそのモニタリングを具体的

に位置付けて頂きたいと考えま

す。ご検討をお願いいたします。 

仮移植先に移植された樹木について

は 2024 年以降も活力度調査等、モニタ

リングを実施させていただく予定です。 

事後調査報告書においては「既存樹木

の状況」と分けて「移植の状況」として

調査、報告させていただきます。 

生物・生

態系 
８ 

いちょう並木について、事後調

査報告書での報告だけでなく、常

4 列のいちょう並木及び全ての移植木

の活力度等のモニタリング結果につい
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に最新の状況を情報公開してい

く仕組みづくりをお願いします。

また、多くの移植木が異なるタイ

ミングで移植されていくことか

ら、全ての移植木を対象に、移植

の活着状況や活力度調査の状況

等の情報を更新し、常に最新の情

報を公開していっていただくよ

うにお願いいたします。 

ては、事後調査報告書において報告させ

ていただくとともに、ホームページ等に

おいて情報公開をしていく方針です。 

生物・生

態系 
９ 

事業期間を通じたいちょう並

木の保全管理体制についての記

述がありませんが、いちょう並木

の剪定や落葉落枝の管理などで

の行政との連携体制や、樹勢低下

時の保全管理のための対応など

をどのようにとられるのかと

いった、保全管理体制とその考え

方などを示していただきたいと

考えます。 

4 列のいちょう並木については、従前

通り各管理者が連携し、剪定や落葉落枝

等の管理を実施していきます。工事中に

おいても適宜、樹木医等の立ち会い指導

を受けるとともに、活力度等のモニタリ

ングの結果、万一樹勢が低下していると

判断される場合は樹木医などの専門家

の指示を仰ぎながら樹勢回復措置を講

じるなど適切に保全管理を行ってまい

ります。 

また、その状況については事後調査報

告書において報告させていただきます。 

景観 １ 

景観の予測は工事の完了後を

対象としていますが、各施設の工

事のタイミングが異なり、供用開

始のタイミングも異なると考え

られるため、事業全体の工事完了

後の一括での評価では不十分で

す。動物相・植物相などとあわせ

て、個別の建築物の建設完了や供

用開始の段階で、それに関連する

景観への影響を調査・報告してい

ただくようお願いいたします。ま

た、それを更新・蓄積するかたち

で、事業の進捗に応じた地区全体

の景観の変化（景観のすべての調

査内容が該当します）を確認・検

証できるような事後調査と情報

公開をしていただくようお願い

いたします。 

ラグビー場棟や野球場棟の詳細が決

定した段階でその内容について今後の

事後調査報告書等において報告させて

いただくとともに、それに伴う景観の変

化についても検討し、報告させていただ

く予定です。 

景観 ２ 

上記の過程で、それぞれの施設

における景観に対する保全措置

をどのように具体化したのか、報

告を頂きたいと考えます。現時点

では熟度の低い各施設計画の具

各施設計画の具体化に合わせて上記

の景観の変化について検討を行うとと

もに、左記いただいたとおり環境へ配慮

した事項についても明らかにし、事後調

査報告書等において報告させていただ
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体化の根拠とその効果について、

具体的に報告をしていっていた

だくようお願いいたします。 

きます。 

景観 ３ 

絵画館前広場の景観変化も含

めた景観への影響（近景域 No.1

など）を、絵画館前広場が変更さ

れた適切な時期に検証すること

を位置付けていただくよう、お願

いいたします。 

絵画館前広場については別事業とな

りますが、上記の景観の変化について検

討を行う際に絵画館前広場の状況につ

いても反映することを検討いたします。 

自然との

触れ合い

活動の場 

１ 

環境保全措置の実施にともな

い、歩行者動線や利用に影響が生

じる環境の変化に関わる情報提

供を、地域に対してどのように

行っているのか、具体的に計画と

報告をお願いいたします。あわせ

て、工事期間中に生じる地域から

の要望への対応方法についても、

具体的に計画と報告をお願いい

たします。 

工事の施行中の歩行者動線の状況や

その変化について地域への周知を行う

とともに、その状況等については、環境

保全のための措置の実施状況とあわせ

て、工事の施行中及び工事の完了後の期

間を通じて、事後調査報告書において報

告させていただきます。 

地域からの要望等への対応状況につ

いても事後調査報告書において報告さ

せていただきます。 

自然との

触れ合い

活動の場 

２ 

段階的に工事が完了し供用が

開始される地区で、人と自然との

触れ合い活動にどのような変化

が生じたのか、「機能の変化の程

度」「環境の保全のための措置」

を調査・評価していただくようお

願いいたします。現計画書では、

景観と同様に、工事完了後の調査

期間が事業全体の工事完了後と

なっていますが、個別の建築物の

建設完了や供用開始の段階で、事

後調査と情報公開をしていただ

くようお願いいたします。 

工事の施行中の歩行者動線の状況等

の調査と合わせて、広場等の状況につい

ても、環境保全のための措置の実施状況

を含め、事後調査報告書において報告さ

せていただきます。報告は、工事の施行

中及び工事の完了後の期間を通じて、個

別の建築物の建設完了や供用開始の段

階で行ってまいります。 

 

廃棄物 １ 

事後調査計画書の p.97、「環境

保全のための措置の実施状況」に

「伐採樹木」に関する記述があ

る。助言事項として、再資源化の

ための保管場所について、事業者

としての管理をしっかりと行っ

ていただきたい。 

具体的には、伐採樹木等の再資

源化について、評価書 p.532に再

資源化物の例示がされているが、

それぞれの再資源化に必要とさ

伐採した樹木の計画地内での保管場

所については、計画敷地の持ち主である

事業者と協議の上で場所を決定して保

管するよう、施工会社に対して指導いた

します。伐採樹木ほか建設廃棄物の保管

については、廃棄物処理法による排出事

業者責任や保管基準など法令上の手続

きや保管基準に留意して保管いたしま

す。 
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れる技術的な保管条件を検討し

ていただきたい。また、計画地外

で保管することが必要になった

場合、廃棄物処理法による排出事

業者責任や保管基準など法令上

の手続きや保管基準に留意して

いただきたい。 

これらの点をしっかりと整理

した上で、質の高い資源化を実現

するためのストックヤードの管

理を検討していただきたい。 

廃棄物 ２ 

以下のように予測評価が具体

的に記載されている内容につい

ては、極力同程度の具体性をもっ

た事後調査報告がなされること

が良いと考えます。 

・伐採した樹木についてはベン

チや記念品等の製作、木質歩道や

堆肥・ウッドチップ等として利活

用するなど 

・チップ化して堆肥や土壌改良

剤等としてリサイクルする等 

・伐採した樹木のストックの方

法については計画地内で保管で

きる容量を超えるものについて

は計画地外で保管することとし、

工事計画に沿って適切な保管が

可能な場所において保管を行う。 

伐採した樹木の利活用やリサイクル

の状況、ストックの方法については、具

体的な報告をさせていただく予定です。 

また、伐採した樹木の計画地内での保

管場所については、計画敷地の持ち主で

ある事業者と協議の上で場所を決定し

て保管するよう、施工会社に対して指導

いたします。伐採樹木ほか建設廃棄物の

保管については、建設廃棄物の廃棄物処

理法による排出事業者責任や保管基準

など法令上の手続きや保管基準に留意

して保管いたします。 

 

 


